
          令和７年度

阿仁スキー場駐車場等誘導整理業務委託 実施設計書

事業費

#REF!

業務場所 北秋田市阿仁鍵ノ滝字鍵ノ滝　地内他

発　行　者 北秋田市役所
発行者住所 秋田県北秋田市花園町15-1



数量 単位 単価 金額

（１）平日　警備員
9 人工

（２）土日・祝日　警備員
121 人工

小計

消費税 10 ％

内　訳　書

項目 摘要

・３人：1/1、1/3、1/4

12/30、12/31、1/2
３人×３回＝９人工

上記以外　17回
３人×３回＋８人×14回＝121人工

・８人：1/10、1/11、1/12、1/17
　　　　1/18、1/24、1/25、1/31
　　　　2/1、2/7、2/8、2/11
　　　　2/14、2/15

業務費計
【北秋田市】
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阿仁スキー場駐車場等誘導整理業務委託 仕様書 

 

第１条 適用範囲 

本仕様書は、観森ス委第５号 阿仁スキー場駐車場等誘導整理業務委託に適用する。 

 

第２条 目的 

本業務は、森吉山阿仁スキー場におけるオーバーツーリズム対策事業の一環として、駐

車場等警備業務委託を行うものとする。 

 

第３条 業務場所 

業務場所は次のとおりとする。 

（１）阿仁スキー場 第１駐車場  北秋田市阿仁鍵ノ滝字鍵ノ滝 79-5 

（２）阿仁スキー場 第２駐車場  北秋田市阿仁鍵ノ滝字鍵ノ滝 79-18 

（３）阿仁スキー場 臨時駐車場① 北秋田市阿仁水無字畑町東裏 194 

※現在の阿仁体育館駐車場（旧阿仁中学校跡地） 

（４）阿仁スキー場 臨時駐車場② 北秋田市阿仁水無字畑町東裏 130（旧阿仁体育館跡地） 

（５）市道沿道等  （想定箇所：北秋田市阿仁荒瀬字向岱 地内） 

 

第４条 業務人数 

 業務人数は次のとおりとする。 

（１）第３条（１）第１駐車場と（２）第２駐車場を合わせて３名 

（２）第３条（３）臨時駐車場①と（４）臨時駐車場②および（５）市道沿道等を合わせ

て５名 

（３）各業務場所への配置人数については、混雑状況によって適宜調整を行うものとする。 

 

第５条 業務内容 

第３条に示した各業務場所において、次の内容を行うものとする。 

（１）駐車場誘導整理 

（２）市道沿道等における駐車場案内 

 

第６条 業務時間 

 業務時間は、午前８時 30 分から午後３時 30 分までとする。 

 

第７条 業務期間および業務期日 

（１）業務期間および業務期日は次のとおりとする。 

①業務期間 令和７年 12月 30 日から令和８年２月 20日まで 

②業務期日（業務回数：合計 20 回） 

単価契約 
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１）第３条 業務場所（１）のみ（第１駐車場・第２駐車場）（業務回数：６回） 

●令和７年 12月 30 日（火）、12 月 31 日（水） 

●令和８年１月１日（木）、１月２日（金）、１月３日（土）、１月４日（日） 

２）第３条 業務場所（１）～（４）（業務回数：14 回） 

●令和８年１月 10日（土）、１月 11日（日）、１月 12日（月・祝）、１月 17 日（土）、 

１月 18 日（日）、１月 24日（土）、１月 25 日（日）、１月 31日（土） 

●令和８年２月１日（日）、２月７日（土）、２月８日（日）、２月 11 日（水・祝）、 

２月 14 日（土）、２月 15日（日） 

 

第８条 成果物 

業務完了後、以下の成果物を提出すること。 

（１）業務報告書 

 

第９条 留意事項 

（１）委託者と十分に協議のうえ進行管理を行うこと。 

（２）成果物の著作権は委託者に帰属すること。 

（３）業務における個人情報の取扱いについては、個人情報保護法及び関係法令を遵守す 

ること。 

（４）本業務により知り得た秘密情報は、業務終了後も保持し、第三者に漏らしてはなら

ない。 

 

第 10 条 契約および精算の方法 

（１）１人当たりの日額単価契約とし、実際に実施した数量（人数×回数）に応じて、契

約単価を乗じて請求を行うものとする。 

   なお、日額単価については、「平日」と「土日祝日」の２通りの単価を想定している。 

（２）本業務は、天候状況等によりスキー場営業が当日中止となり、業務が実施されない

場合がある。当該中止時に係る委託料の取扱い（キャンセル料等）については、受託

者の約款その他の契約条件に基づき、発注者と協議のうえ精算するものとする。 

 

第 11 条 委託費の支払い 

 委託費は、納品及び委託者による検査完了後、速やかに支払う。 

 

第 12 条 その他 

（１）本仕様に定めのない事項については、発注者と受託者が協議の上、定める。 

（２）業務遂行に必要な経費は、委託料に含まれるものとする。 

（３）業務完了後は、成果品の検査を受けること。 



 

阿仁スキー場 駐車場等業務場所位置図 

 

阿仁スキー場 

第１駐車場 

第２駐車場 

阿仁スキー場 臨時駐車場① 

（北秋田市立阿仁体育館）※旧阿仁中学校 

阿仁スキー場 臨時駐車場② 

※旧阿仁体育館跡地 

市道沿道等 

（想定箇所） 



阿仁スキー場 第１駐車場・第２駐車場 

 
 

阿仁スキー場 臨時駐車場①・② 

 

臨時駐車場② 

 ※旧阿仁体育館跡地 

臨時駐車場①（阿仁体育館） 

 ※旧阿仁中学校 

阿仁スキー場 第１駐車場 

阿仁スキー場 第２駐車場 


